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教育委員会９月定例会会議録（要旨） 

招 集 月 日 令和７年９月８日（月） 

招 集 場 所 瀬戸市役所 庁議室 

教 育 長  加藤 正彦 

出 席 委 員 委 員  加藤 千春     委 員  稲垣 遼 

委 員  安井 友香     委 員  加藤 千惠 

委 員  鈴木 紹陶武  

議 案 説 明 の た め 

に 出 席 し た 職 員 

教 育 部 長  駒田 一幸   教 育 政 策 課 長  谷口 塁 

学 校 教 育 課 長  松見 健一   学校教育課主幹  加藤 淳 

学校教育課主幹  長谷川 武宏   図 書 館 長  吉村 きみ 

参事兼スポーツ課長  田口 浩一   コミュニティ推進課長  杉江 圭司 

教育政策課施設係長  奥村 祐麻 

書 記 教育政策課専門員兼企画係長 谷山 隼 

教育政策課企画係主任 峯藤 駿佑 

傍 聴 人 数 ２名 

開 会 時 刻 午後２時００分 

閉 会 時 刻 午後２時５５分 

 

＜前回会議録の確認＞ 

 8 月定例会会議録について、事務局から報告があり、承認された。 

 

＜議事内容＞ 

１ 報  告 

 

⑴ 催物の後援・推薦に係る審査結果報告について 

・後援については、7 件の申請があり、いずれも基準に適合しており、後援を許可したことの報告

があった。（教育政策課長 資料 P1,2） 

 

⑵ 催物の後援・推薦に係る実績報告について 

・許可済みの後援について、6 件の実績報告があったことの報告があった。（教育政策課長 資料

P3,4） 

 

⑶ 令和 7年 8月情報公開請求について 

・令和 7年 8月情報公開請求について、7件の公文書開示請求があったことの報告があった。（学校

教育課長 資料P5,6） 

 

⑷ 長根小学校地域図書館について 

・長根小学校地域図書館について報告があった。（図書館長 資料P7,8） 

 

２ 議  案 
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第３７号議案 代決処分の承認を求める件について（にじの丘学園校舎増築・改修（建築）工事請負契

約の締結について） 

・にじの丘学園校舎増築・改修（建築）工事請負契約の締結の代決処分を行ったことについて説明

があった。（教育政策課長 資料 P9） 

 

加藤千春委

員 

入札参加者が一者であり、税抜き予定価格 271,100 千円に対して入札額 271,000 千円

という結果でしたが、競争が働かなかった要因はどのようなところにあると考えてい

るのでしょうか。 

教育政策課

施設係長 

発注時期が年度途中であったことから、結果として参加者が一者になったと考えてお

ります。 

加藤千春委

員 

例えば、工期が令和 7年 10 月から令和 8年 3月 10 日までというのはかなりタイトな

スケジュールなので入札参加者が少なかったとか、そういう理由なら分かるのです

が、年度途中だからというのはもう少し具体的に言うとどういうことなのでしょう

か。 

教育政策課

施設係長 

具体的に説明させていただきますと、今回の工事は配置技術者という要件がございま

して、契約金額がかなり大きいことから現場への専任の要件が必須となっておりま

す。入札時期が年度当初ではなく年度の中間期だったという点、また、そういった技

術者が不足しているという点から入札参加者が少なかったのではないかと考えてお

ります。 

加藤千春委

員 

9 月議会で契約を締結するのではなく、6 月議会で契約を締結して、児童生徒のいな

い夏休み期間を活用して工事を行うことが一般的だと思うのですが、当初予算で予算

計上しておきながら、入札公告がずれ込んだというのはどういう理由だったのでしょ

うか。令和 7年度に入ってから設計をやったので時間がかかり、この時期まで契約が

ずれ込んだということなのでしょうか。 

教育政策課

施設係長 

今回の増築・改修工事につきましては、令和 6 年 12 月議会にて設計業務委託の予算

を認めていただいておりまして、1 月から設計に着手しております。その設計が 6 月

に完了したことから、6 月議会では発注が難しく、9 月議会にて本契約の議案を上げ

させていただいたところでございます。 

加藤千春委

員 

1 月に設計の予算を計上したということですと、設計に約 5 ヶ月かかったということ

ですよね。今回、増築・改修工事の工期も約 5ヶ月ということですが、設計と工事が

同じ時間かかるということが少し信じられないのですが、設計にそこまで時間を要す

る特別な理由があったのでしょうか。 

教育政策課

施設係長 

設計業務委託の内容に関しまして、今回の増築・改修工事とは別に、今年度の夏休み

ににじの丘学園の給食室の改修工事を行っておりまして、そちらの設計業務も同じ業

務委託の中で行っていただいていたことから、時間を要したというところでございま

す。 

加藤千春委

員 

確認ですが、今回の増築・改修工事と給食室改修工事に係る設計を一本の契約で行っ

ていて、給食室改修工事の方は夏休みから着手できているということでしょうか。 

教育政策課 おっしゃるとおりです。給食室改修工事につきましては、給食の調理等を考慮した結
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施設係長 果、夏休み中の工事が必須であることから、先行して発注したところでございます。 

加藤千春委

員 

給食室改修工事は少額だから議決案件ではないということでしょうか。 

教育政策課

施設係長 

おっしゃるとおりです。 

加藤千春委

員 

そうすると、給食室改修工事はどうしても夏休みにしなければいけないが、増築・改

修工事は夏休みに着手しなくても良いと判断し、その結果、タイトなスケジュールに

なってもある程度仕方がないと考えたということでしょうか。 

教育政策課

施設係長 

おっしゃるとおりです。 

加藤千春委

員 

増築・改修工事と給食室改修工事に係る設計を一本でやらなければいけない理由は何

かあるのでしょうか。 

教育政策課

施設係長 

増築・改修工事と給食室改修工事に係る設計を同じ業務の中で行った理由といたしま

しては、別に業務委託を発注するよりも、一つの業務の中で同じ設計業者に総合的に

現場等を判断していただき、設計を進める方が効率的であるということから同じ業務

の中で発注したところでございます。 

加藤千春委

員 

関連する工事だから一本で設計をした方が良いと判断したということでしょうか。 

教育政策課

施設係長 

おっしゃるとおりです。 

加藤千春委

員 

そうすると、増築・改修工事と給食室改修工事を一体でやった方がより効率的で責任

の所在も明らかになると思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

教育政策課

施設係長 

委員がおっしゃられるように一本で発注をした方が望ましいと考えてはいましたが、

給食室改修工事を今年の夏休み中に行うことが必須であり、増築・改修工事に係る設

計が間に合わない状況であったことから、工事を別々で発注せざるを得なかったとい

うところでございます。 

稲垣委員 増築・改修工事と給食室改修工事に係る設計の業務委託を契約されたと思うのです

が、納期自体はいずれも守られているということでよろしかったでしょうか。 

教育政策課

施設係長 

おっしゃるとおりです。 

加藤千春委

員 

給食室改修工事と増築・改修工事に係る設計の納期はどのぐらい期間に差があったの

でしょうか。 

教育政策課

施設係長 

給食室改修工事につきましては、1 月に着手して、3 月に納品をしていただいたとこ

ろでございます。また、増築・改修工事につきましては、並行して設計業務を進めて

いただき、6月に納品をしていただいたところでございます。 

加藤千春委

員 

設計の内容が分からないため断定はできませんが、先ほど申し上げたように、5 ヶ月

の増築・改修工事に設計が 5ヶ月かかるということは通常ないのではないでしょうか。

ですので、今後、設計業務を委託する際は、期間の設定をよく検討してください。建

築工事というのはあまりにも急ぐと、どうしても安全が確保できないとかいうことが

往々にしてあると思います。設計はおそらく柔軟に対応できると思いますので、期間



4 
 

を設定してもできるところは応札してくると思います。繰り返しになりますが、一般

的に考えて、5 ヶ月の工事の設計に 5 ヶ月かかったということは通常考えにくく、こ

れは要望ですが、工事期間を十分確保するために適切な設計期間の設定というものを

よく検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

教育政策課

施設係長 

ありがとうございます。 

 

・議決結果：採択（賛成５、反対０） 

 

第３８号議案 代決処分の承認を求める件について（令和 7年度瀬戸市教育委員会 9月補正予算（案）） 

・令和 7年度瀬戸市教育委員会 9月補正予算（案）の代決処分を行ったことについて説明があった。

（学校教育課長、学校教育課主幹 資料 P10～12） 

 

学校教育課

主幹 

加藤千春委員から事前質問をいただいておりますので、お答えさせていただきます。

「特別支援学校調理業務委託の債務負担行為補正については、8 月定例会でも審議し

ましたが、事業内容に何か変更があるのでしょうか。」についてですが、8月定例会に

て、特別支援学校調理業務委託の委託料限度額については、321,420 千円として債務

負担行為をご承認いただきました。事業内容についての変更はございませんが、債務

負担行為の金額につきましては、100 千円単位とする必要がございまして、限度額を

321,420 千円から 80 千円増額して、321,500 千円に修正し、9 月議会に提出したいと

考えております。今回の件につきましては、私の認識不足からこのようなことになり、

大変申し訳ございませんでした。今後このようなことがないように注意してまいりた

いと思います。 

加藤千春委

員 

今回の 12ページの資料を見ますと、期間が令和 8年度から令和 12 年度までとなって

いまして、8月定例会の資料では、期間は令和 7年 12月から令和 13年 3月までの 64

ヶ月と出ていました。8 月定例会の会議録を読んでも、令和 7 年度は準備期間だとい

うことで支出がないという説明でしたが、今回、期間が令和 8 年度から令和 12 年度

までということは、契約は令和 8年 4月 1日からということでしょうか。 

学校教育課

主幹 

この期間の債務負担行為を議会からご承認いただきますと、令和 7年度の議会承認以

後、令和 7年度中でも契約ができますので、前回、ご説明をさせていただきました令

和 7年 12 月、若しくは、令和 8年 1月ぐらいに契約したいと考えております。 

加藤千春委

員 

期間は令和 7年度からが正しいのではないでしょうか。 

学校教育課

主幹 

財政当局等からの指導の下、令和 8年度からの事業実施という形になりますので、期

間につきましては、令和 8年度から令和 12年度までとさせていただいております。 

加藤千春委

員 

これは所謂、ゼロ債務負担行為であって、支出は伴わないけれども令和 7年度から契

約するわけですよね。瀬戸市でも建築工事等において国の補正絡みで従来からやって

いるのではないかと思うのですが、期間が令和 8年度からということになると、令和

7 年度に契約することはできないのではないでしょうか。当初説明があったように、

特別支援学校の調理は特殊な業務であることから、令和 7年度中に契約を行い、準備




